
 

勝山市監査公表第１２号 

 

　地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により監査を実施したので、同条第９項

の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

令和８年３月２３日 

 

勝山市監査委員　藤 村 敏 夫　 

勝山市監査委員　丸 山 忠 男　 

 

記 

 

１.　監査の概要 

　（1）監査の種類　　　　定期監査 

　（2）監査対象　　　　　令和７年度第三次分 

農林課、農業委員会事務局、会計課、議会事務局、 

監査委員事務局、福祉課、健康体育課 

（3）監査期間　　　　　令和８年１月２１日～令和８年２月２０日 

　（4）監査対象年度　　　令和６年度、令和７年度（一部） 

　（5）監査対象事項　　　財務事務等 

　（6）監査方法　　　　　財務事務等が法令等に基づき適正かつ効率的に行われて 

いるかどうかを主眼とし、関係帳簿・書類の調査、実査及び監

査調書に基づく質問による方法で実施した。 

 

２.　監査結果 

　　　財務に関する事務の執行及び事務事業の執行状況について監査の結果、関係法令、条

例、規則、予算目的に準拠し、概ね適正かつ効率的に執行されていると認められた。 

ただし、事務の一部において注意、検討又は改善を要する点が見受けられたので、今

後の事務執行にあたっては、これらを十分留意し、改善を要するものについては、その

措置を講ずるとともに、改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。 

なお、政務活動費に関する監査については、地方自治法第１９９条の２の規定により、

丸山忠男監査委員を除斥して行った。 

軽易な事項については、監査時に指導を行い改善するよう伝えたので、その記述は省

略した。 

各課等に対する主な個別の指摘事項等については、以下のとおりである。
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《農林課》 

 

【指導事項】 

１.条例の確認について 

　　業務委託契約書の契約条項において、令和5年4月1日に廃止された勝山市個人情報保護条例を

引用している事例が見受けられた。 

　　条例等の引用にあたっては、改廃状況等の確認を励行され、適正な事務執行に努めるよう求めた。 

２.伺額を超える予定価格の設定について 

　　災害復旧に係る重機借上げ業務において、予定価格設定額が伺額を超えている事例が見受けられ

た。本件は、随意契約により契約の相手方が決定されていたが、見積結果報告での確認もなされて

いなかった。 

予定価格については、勝山市契約事務規則等の規定に基づき、適正に設定するよう求めた。 

 

 

 

《農業委員会事務局》 

 

【指摘事項】 

１.団体会計事務について 

　　職員が事務局を取扱う団体会計事務において、職員個人のクレジットカードによる立替払いとそ

れに伴うポイント取得が見受けられた。 

　　団体会計の事務にあたっては、団体会計を利用して私的な利益を得ているとの疑念を招かないよ

う、公金の取扱いに準じ、適正な事務処理を徹底するよう求めた。 

 

【指導事項】 

１.郵便切手の管理について 

　郵便切手の管理については、職員がパソコンで受払の入力を行い、四半期ごとに所属長が確認を

行う運用となっていた。 

郵便切手については、換金性が高く、現金に準じた適切な管理が求められることから、手書きで

の受払簿を整備し、受払の都度、使用者以外の者が使用記録及び残数確認を行うなど、管理体制を

改めるよう求めた。 

２.旅行復命について 

　　農業委員の旅行復命について、帰庁日から数か月後に報告している事例が見受けられた。 

職員服務規程に準じ、速やかな復命に努めるよう求めた。 
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《会計課》 

 

【所見】 

１.未使用小切手について 

　　金融機関における紙の手形・小切手の廃止に伴い、令和8年4月以降、小切手は、指定金融機関

が提供するQR伝票サービスに切り替わるとの報告を受けた。 

　　小切手の未使用分については、不正利用防止の観点から、適正な処分を行うよう求めた。 

２.資金運用について 

　　資金運用について、今後の金利状況を注視され、定期預金等の預入期間等を検討するよう求めた。 

 

 

 

《議会事務局》 

 

【指導事項】 

１.予算流用について 

　　令和6年度の事務局運営費において、令和7年1月以降年度末までの間に、需用費における消耗

品費への細節間流用が頻繁に見受けられた。 

予算の流用はあくまで例外的な措置であり、必要に応じて適切な時期に予算措置を行うなど、安

易な予算流用が常態化することのないよう注意するよう求めた。 

 

 

 

《監査委員事務局》 

 

特になし 

 

 

 

《福祉課》 

 

【指摘事項】 

１．団体会計における個人のポイントカードの使用について 

　職員が事務局を取扱う赤十字奉仕団会計において、食材の購入に際し、個人のポイントカードへの

ポイント取得が見受けられた。 

　団体会計の事務にあたっては、団体会計を利用して私的な利益を得ているとの疑念を招かないよう、

公金の取扱いに準じ、適正な事務処理を徹底するよう求めた。 
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【指導事項】 

１．社会福祉法人の法人運営・会計経理に対する指導監査等支援業務委託料の支払につい

て 

　　令和5年度の社会福祉法人の法人運営・会計経理に対する指導監査等支援業務委託については、

発注者の責に帰すべき事由により予算を令和6年度に繰越して実施したにも関わらず、その支払が

令和7年1月15日と時期が遅いように見受けられた。また、請求を受けたときから30日以内の支

払を契約条項で定めているが、30日を超えて支払われていたこと、請求書の請求日が、令和7年

11月30日と支払日より後の日付であることなど、不適切な事務処理が見受けられた。 

委託料の支払にあたっては、会計事務規則及び契約条項等の規定を遵守し、適切に対処するよう

求めた。 

２.適正な事務処理について 

　　奥越地区障害者自立支援協議会事務局運営委託業務において、検査調書の事業完了年月日誤り、

決算書の確認不足が見受けられた。その他、各種書類において、年度や日付の誤りが散見された。

また、公用車月報では、使用しているにも関わらず、月初と月末が同じメーターであった。 

　契約及び財務事務においては、日付の重要性を再認識され、各種書類においては、内容に整合性

がとれているか十分に確認するなど、適切な事務処理にあたるよう求めた。 

３．消耗品の年度末の購入について 

当該年度の3月末に事務用消耗品を多量に購入している事例が見受けられた。 

年度末の購入については、予算消化や安易な翌年度分のストックととられかねないため、必要な

時期に必要な分を購入する等、適切な購入に努めるよう求めた。 

 

【所見】 

１.郵便切手の管理について 

　　郵便切手について、受払簿は整備されているが、1円、5円、10円といった少額切手の残数がそ

れぞれ数百枚あることが確認された。 

管理上の観点からも、早期に使い切るよう努めるよう求めた。 

２.手話通訳ができる職員の育成について 

　　福祉健康センター「すこやか」において、現在手話通訳ができる職員は1名であると定期監査で

報告を受けた。 

講座を受講している職員もいるとのことだが、手話通訳ができるようになるまでは相当な期間を

要すると考えられることから、長期的な展望により、その数が増えるよう検討するよう求めた。 
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《健康体育課》 

 

【指摘事項】 

１．団体会計における個人のポイントカードの使用について 

職員が事務局を取扱う勝山市スポーツ推進委員会会計において、交流会用飲料の購入に際し、個

人のポイントカードへのポイント取得が見受けられた。 

　　なお、令和6年度定期監査において、別の団体に対する同様の指摘があり、個人のポイントカード

にポイントを付与しないよう指導したと市長から措置報告を受けたところである。 

　　団体会計の事務にあたっては、団体会計を利用して私的な利益を得ているとの疑念を招かないよ

う、公金の取扱いに準じ、適正な事務処理を徹底するよう求めた。 

 

【指導事項】 

１．健康ポイント事業について 

健康ポイント事業については、１日の目標歩数を達成する、ボーナスポイント事業に参加する等

により健康ポイントを貯め、50ポイントを達成すると市内で使えるクーポンと交換できるという

事業だが、ポイント台紙9,000枚に対し、参加者は185人であったと定期監査で報告を受けた。 

近年の健康志向の高まり等から、市内各地や体育施設でウォーキングを愛好する方を多く見かけ

るが、この事業との関連性やポイント獲得への効果が不十分のように見受けられた。 

当該事業の推進にあたっては、今後の方向性も含めて、効果的な対策を検討するよう求めた。 

２.適正な事務処理について 

　　次のとおり、不適切な事務処理事例が見受けられた。 

（1）バス送迎業務の請書について,別紙仕様書のとおりとあるが、仕様書が添付されていなかった。 

（2）随意契約における見積書の市長名に誤りがあったが、確認が不十分であった。 

（3）電子血圧計の購入に際し、執行伺を日を遡って起票し、その際に徴した見積書の日付が、見積

提出依頼日より前であった。 

（4）入札事務において、落札金額が消費税込みの金額であるにも関わらず、落札者決定通知書では、

さらに消費税を上乗せした金額を通知していた。 

　　また、各種書類においては、年度や日付の誤り、公用車運転日誌においては、アルコールチェッ

ク欄が空白のものが見受けられた。 

契約及び財務事務においては、宛名や日付の重要性を再認識され、各種書類においては、内容に

整合性がとれているか十分に確認するなど、適切な事務処理にあたるよう求めた。 

３．介護保険料の滞納解消について 

介護保険の普通徴収保険料について、滞納額が増加傾向にあるように見受けられた。 

債権回収にあたっては、定期的な事務に留まらず、時期に応じた連絡や訪問等を行うなど、納付

者との公平性を欠くことのないよう、滞納解消に向けた取組みを進めるよう求めた。


